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放課後等デイサービス事業所 管理者 様 

尼崎市南部保健福祉センター 

南部障害者支援課長 

尼崎市北部保健福祉センター 

北部障害者支援課長 

 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う個別サポート加算（Ⅰ）について（お知らせ） 

 

平素は、本市障害福祉行政の推進にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、国におきまして令和６年度障害福祉サービス等報酬改定がなされ、令和６年４月

１日から「個別サポート加算（Ⅰ）」の取扱いが変更となりました。 

つきましては、新たに創設された「個別サポート加算（Ⅰ）（重度）」が適用される方につきまし

ては、南部・北部障害者支援課まで受給者証をご提出（追記のため）いただくよう、別途通知し

ております。 

貴事業所におかれましては、受給者証にて支援を行っております児童の受給者証にて加算

の有無をご確認ください。また、ご不明な点等ございましたら南部・北部障害者支援課までお

問い合わせいただいても構いません。 

また、請求時期までに受給者証への追記が間に合わない場合でも、当該加算の請求

は可能です。  

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

以 上    

 

＜お問い合わせ先＞  

〇南部障害者支援課（お住まいの地域が JR 神戸線より南部の方） 

   〒660-0876 尼崎市竹谷町 2 丁目 183 番地 

           出屋敷リベル 5 階 南部保健福祉センター内 

TEL 06-6415-6246 FAX 06-6430-6803 

〇北部障害者支援課（お住まいの地域が JR 神戸線より北部の方） 

 〒661-0012 尼崎市南塚口町 2 丁目 1 番 1 号 

塚口さんさんタウン 1 番館 5 階 北部保健福祉センター内 

TEL 06-4950-0374 FAX 06-6428-5118 


